
良好な環境、快適な
暮らしを

守るために

将来にわたり「良好な環境・快適な暮らしを安定的に提供する下水道」を実現するため、下水道施設（処理場・
管路）を適切に維持・更新していく必要があります。
下水道事業は、地方財政法上の地方公営企業会計とされ、その事業に伴う収入によってその経費をまかない、
自立性を持って事業を継続していくもの（独立採算の原則）です。しかし全国的に下水道事業は、人口減少に
伴い下水道使用料収入は減少傾向である一方、老朽化に伴い維持管理費は増加傾向にあり、一般会計や基金
からの繰入れにより補てんを行っていることから、安定的な運営のために使用料による財源確保が必要と
なっています。
また、農業集落排水処理施設およびコミュニティ・プラント処理施設の下水道使用料については、各区域
で使用料の算定方法が異なっており、使用料格差が生まれていました。今後、広域化・共同化を進め、公共
下水道事業と統合を進めるにあたって、使用料体系の統一を図っていく必要があります。
市ではこうした長期的な視点から、下水道施設を効率的に更新し、適切に維持していくことを目的に、令
和５年度、有識者等からなる「下水道使用料等検討委員会」での審議・答申を受け、令和 7年 4月より下水道
使用料などの改定を行うこととなりました。

処理施設のうち処理場の多くは供用開始から 20 年以上経過しており、耐用年数が 10～15 年の機械およ
び電気設備が設置されていることから、今後、更新需要は増加する見込みです。
毎年度、施設の維持管理経費として約２億円の支出を必要としています。使用料の収入だけでは不足する
ことから、基金より約１億６千万円取り崩して補填を行っていますが、基金も大きく減少しています。

将来的な処理施設の維持管理費等や更新費用を削減するため、処理施設の統廃合等の計画を策定しました。
計画では、農業集落排水処理施設（23処理施設）のうち３施設は公共下水道へ接続、７施設は隣接する処
理場と統廃合する計画です。また、コミュニティ・プラント処理施設の４施設は、全て公共下水道へ接続す
る計画で、将来的には 23施設から９施設に統合する予定です。

・令和７年４月（令和７年６月請求分）から農業集落排水処理施設およびコミュニティ・プラント処理施設に
ついて、新下水道使用料体系を適用します。なお今回公共下水道使用料の変更はありません。
・農業集落排水処理施設およびコミュニティ・プラント処理施設の基本使用料を1使用月につき1,320円（消
費税等込み）に統一するとともに、基本水量（10㎥）を廃止し、基本使用料と従量使用料（使用した水量に
応じた使用料）で使用料を計算します。

愛西市下水道事業では、経費削減などの取り組みを継続して進めるとともに、将来的には広域化・
共同化に取り組むことにより、市民の皆様が良好な環境で快適な暮らしを安定的に送ることがで
きるよう、努めてまいります。
今後も広報あいさいや市ホームページなどで、使用料についてお知らせしてまいります。

令和7年4月から
下水道使用料などを改定します
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処理場 汚泥脱水装置下水道使用料の改定にご理解・ご協力をお願いします。
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